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離婚届の記載例と記入上の注意点 

～婚姻時に夫の氏にて婚姻した妻が「婚姻前の氏で新戸籍をつくる」を選択された場合～ 

届書はＡ３サイズで提出してください。 

○黒のボールペンを使用し、丁寧にご記入ください。消せるボールペンや鉛筆などは使用しないでください。 

○土日祝日、業務時間外に届出する場合は、警備員室での受付になります。翌開庁日以降に戸籍担当が記載内容を確認し、不備

がなければ届出された日にさかのぼって受理となります。 

○記入漏れ、誤りなど書類に不備がある場合や受理できない場合は、後日来庁いただくことがあります。 

○業務時間は、平日午前８時３０分から午後５時１５分です（年末年始を除く）。 

届出する日付をご記入ください。 

協議離婚の場合、届出した日が離婚

日になります。 

また、日付の下には提出先の市区町

村名をご記入ください。 

裁判所が関与しない離

婚は「協議離婚」です。 

 

○協議離婚届出には、成年者二人

（親族、知人でも可）の証人が必

要です。 

○それぞれ証人本人の自筆署名、生

年月日、住所、本籍を証人本人がご

記入ください。証人が夫婦の場合で

も、氏や住所、本籍は省略せずご記

入ください。 

○証人欄が、未記入や疑義がある場

合は受理できません。 

 

○届出時に登録してい

る住所をご記入くださ

い。 

○離婚届だけでは、住所

異動や世帯分離はでき

ません。 

別途住所異動届を提出

してください。 

 

○未成年の子について、

親権を行う子の氏名を

必ず記入してください。 

○離婚届だけでは、子の

戸籍の変動はありませ

ん。 

○離婚により別戸籍に

なった方の戸籍に子を

移すためには、別途裁判

所の許可が必要です。 

○婚姻の際に氏が変わ

った方は婚姻前の氏に

戻ります。この欄にチェ

ックをつけ、本籍をご記

入ください。 

○離婚後も婚姻中の氏

を引き続き称する場合

は、別紙「離婚の際に称

していた氏を称する届

（77条の 2）」の届出が

必要です。その際は、こ

の欄は記入不要です。 

未成年の子がいる場合には、あてはまる項目に必ずチェックして

ください。 

※注意点 

◆もとの戸籍に戻る場合、婚姻前のもとの戸籍に記載されたすべての人が「除籍」となっている場合は戻れません。本人

が筆頭者となり新しい戸籍をつくることになります。 

◆新本籍は、届出する時点で存在する土地の地番におくことができます。なお、住居表示地域の場合はその街区符号とな

ります（例：都城市姫城町 6街区２１号の場合は都城市姫城町 6番となります）。アパート名等は本籍には入りません。 

◆新本籍を設定することが可能かは、新本籍を設定する市区町村役場にお問い合わせください。 

◆ご不明な点は、市区町村の戸籍担当にご相談ください。 

婚姻中の氏名で、夫および妻欄に本人が自筆署名をしてくださ

い。 

届出時点で同居中の場合には「別居を

したとき」と「別居する前の住所」は

空欄にしてください。 

別居の有無に関わらず、いずれか該当する項目にチェ

ックしてください。 

平日午前８時３０分から午後５時１５分に連絡の取れる電話番号を必ずご記

入ください。 

 


